
公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関
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形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。

　

2

兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可

5

様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2

6

慶弔給付制度 FAX・Web申請可

5

様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。

9

対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日

8

定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。

7

対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  

4

申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日

10

定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・

14

中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。

　

2

兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可

5

様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。

9

対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可

5

様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  
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申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。

　

3

会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５



公益財団法人 堺市産業振興センター 勤労者福祉サービス課
            （愛称：ＳＣＫサービスセンター）
〒 591-8025　堺市北区長曽根町 183番地 5
TEL:072-255-1515　FAX：072-255-5151
ホームページ：https://www.sakai-ipc.jp/sck/
メール　　　　 ：kousei@sakai-ipc.jp
営業時間：平日（月～金）9：00 ～ 17：30　年末年始は除く

お問い合わせ・各種届出書類送付先

全福ワンコイン労災・傷害共済

ＳＣＫ生命共済
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従業員が退職したときは、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を中退共に提出
してください。また、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金（解約手当金）請求書」の事業
主記入欄に必要事項を記入のうえ、「退職金共済手帳（3枚）」ごと退職した従業員にお渡し
し、退職金請求手続きをおこなうようお伝えください。

ＳＣＫサービスセンターでは、中退共制度への加入あっせん業務をおこなっています。
お申込み、お問合せはＳＣＫサービスセンターまで。

制 度 の 特 色

有　　利：掛金の一部を国が助成します（初めて中退共制度に加入する事業主に対して掛金
月額の1/2〔従業員ごとに上限5,000円〕を加入後4か月目から1年間助成します）。
掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税となります。

　　　　　

安　　心：法律に基づく国の制度です。掛金は安全に管理運用され、退職金は確実に従業員
　　　　　に支払われます。

簡　　単：従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします。手数料もかかりません。

・事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員やパートタイマーも加
入できます。

・他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。
　※一部対象外となる場合あり

加 入 で き る 企 業

・一 般 業 種 　常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
・卸　売　業　常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
・サービス業　常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
・小　売　業　常用従業員 50人以下または資本金・出資金5千万円以下
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

加 入 さ せ る 従 業 員

・従業員は、原則として全員加入させてください。
・事業主及び小規模企業共済制度に加入している方は、加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入できません。

掛 金 月 額

・掛金月額は、5,000円～30,000円の範囲で16種類ありますので、事業主はこの中から従業
員ごとに任意に選択できます。また、短時間労働者の方は2,000円、3,000円、4,000円の
特例掛金月額も選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはで
きません。

退 職 金 の 請 求

・
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中小企業退職金共済（中退共）

ＳＣＫサービスセンターが「財形事務代行団体」として事務代行をいたします。

＜金融機関が行う事務＞

・財形貯蓄口座の管理

・非課税限度額の管理

＜ＳＣＫが代行する事務＞

・財形貯蓄等の申込・契約変更手続き

・財形積立金を金融機関に振分け預入

＜事業主に行っていただく事務＞

・財形積立金を従業員の給与等から天引

・財形加入者の生年月日・住所等の確認

・財形加入者の退職等、異動の確認

・非課税財形導入時に税務署への届出

・非課税財形の管理

財 形 貯 蓄 の 種 類

１．一般財形貯蓄
　　　　【加入資格】勤労者
　　　　【資金使途】自由
　　　　【積立期間】3年以上

２．財形住宅貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に住宅財形契約をしていない方
　　　　【資金使途】住宅の新築、住宅の購入、工事費が 75万円（税込）を超える増改築など
　　　　【積立期間】5年以上

３．財形年金貯蓄
　　　　【加入資格】満55歳未満の勤労者で他に年金財形の契約をしていない方
　　　　【資金使途】年金受け取り
　　　　【積立期間】5年以上

　　　　【受取期間】満 60 歳以降に 5年以上 20 年以内
　　　　【据置期間】積立終了から受取開始まで 5年以内

事 務 手 続 き に つ い て

・事業所が財形貯蓄の制度を導入する場合、事業所で既に財形貯蓄の制度があり希望者の
　追加がある場合、契約者が契約内容の変更や一部払い戻し及び解約等を希望される場合は、
　ＳＣＫまでご連絡ください。

近畿労働金庫　　三菱 UFJ 銀行　　りそな銀行　　紀陽銀行　　池田泉州銀行　　大阪信用金庫

財形取扱指定金融機関

財形貯蓄契約者がＳＣＫを退会される場合は、必ず事前にＳＣＫへご連絡ください。注意!

事務代行制度の

しくみ

事　業　主

SCKサービスセンター

積
立
金

預
入
明
細
発
行

財
形
申
込
書

財形申込書（新規・変更）

財形申込書

財形貯蓄の振分け預入

給与天引（積立金）

労働者（SCK会員）

取扱金融機関

財
形
貯
蓄
契
約

払
出
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勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）

対 　 　 象 　●以下の3つを満たすもの

・社内行事として行うスポーツ・文化活動
・会員 3人以上が参加
・会員 1人あたりの支出額が 1,000 円以上

補 助 額 / 回 数 　●1会員1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●1,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式-I（HPからダウンロード）

・実施日の 2週間前までにＳＣＫへ計画書を提出（FAX 可）してください。
・審査後、ＳＣＫより結果を通知いたします。
・計画書に記載の参加予定人数・事業内容等に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
・レクリエーション終了後、参加者名簿と領収書（事業所宛・コピー可）を添付のうえ、実施
報告書兼請求書を実施年度内　 に提出（郵送）してください。

※ 1…3月 31日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・決定した補助金は事業所の会費引落口座または給付金振込口座に振込みます。

飲食費、宿泊費・交通費、用具・備品の購入にかかる費用、SCK 事業参加費

抽選会等の賞品（物品、金券類）購入費、貸し切りバス料金等は補助の対象となりません。注意!

※ 2

● ● ●●計画書受付～審査～承認

振 込締 切

補助決定～補助金支払通知書送付

実施
２週間前

各月１０日
又は２５日

請求書受付～審査
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職場レクリエーション補助制度（レクサポ）

※1

計画書のみFAX申請可

対 　 　 象 　●9月1日～翌年1月31日までに個人負担額2,000円以上で受けた予防接種

補 助 額 / 回 数 　●1,000円 /年度内1回

補 助 定 員 　●4,000人（定員になり次第締め切り）

申 請 期 限 　●2月20日　※退会後の申請不可

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-2(HP よりダウンロード )

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書に必要事項を記入し、会員個人宛で
 「インフルエンザ」または「予防接種」と明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付
  して補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。
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インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日９月１日 月末頃
 翌月
１０日

●

FAX・Web申請可

対 　 　 象 　●自己負担額 1,500 円以上の定期健康診断・人間ドック等の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内　 可不請申の後会退※

補 助 対 象 健 診 機 関 　●海外を除く全ての医療機関

補 助 対 象 健 診 ・回 数 ・補 助 額

補助対象健診 回数 対象年齢 本人負担額（税込） 補助額

定期健康診断

生活習慣病予防健診

人間ドック（国保ドック含む）

脳ドック

PET

オプション検査　ほか

年度内

(4月～翌年3月)

1回

35歳未満 金額にかかわりなく 1,500円

35歳以上

10,000円未満 1,500円

10,000円　～　19,999円 3,000円

20,000円　～　29,999円 5,000円

30,000円以上　 10,000円

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -5-1(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関（ＳＣＫガイド及び HP 参照）に予約する際は、ＳＣＫの会員である
旨を伝え、受診日当日に会員証をご提示ください。

・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書(様式-5-1）に必要事項を記入し、会員

・Web申請の場合は、HPの「申込・確認/各種申請」の「定期健康診断・人間ドック等（個人対象）の
　補助申請はこちら」からフォームに必要事項を入力し、領収書等の証明書類添付して送信して
　ください。
　

個人宛で健康診断等を受けられたことが明記された医療機関の領収書（コピー可）を添付して
補助申請(FAX可)をおこなってください。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、補助金を対象の会員にお渡しください。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

２０日 月末頃
 翌月
１０日
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定期健康診断・人間ドック等補助制度（個人対象）FAX・Web申請可

契 約 医 療 機 関 等

※下記の医療機関以外で受診されても補助の対象です。

医療機関名
住　　所
電　　話

会員
割引一般料金

（医）淳康会
堺近森病院

堺市堺区北清水町2丁4-1
072-227-8001 8,120 ○

（社医）頌徳会
日野クリニック

堺市中区深井中町1248
072-276-5111 8,250 ○

（社医）頌徳会
日野病院

堺市東区北野田626
072-235-0090 8,250 ○

（医）若泉会
まつわかクリニック

堺市南区赤坂台4-20-3
072-284-1123 ○

（医）杏林会
金岡病院

堺市北区中長尾町2丁4-3
072-251-0001 7,700

7,700

○

（医）暁美会
田中病院

堺市美原区黒山39-10
072-349-8077 8,800 ○

（一財）大阪府結核予防会
堺複十字診療所

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
（南海堺東ビル8F）072-221-5515 9,900

（医）大泉会
大仙病院

堺市西区北条町1丁2-31
072-278-2921 7,700

※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。
※堺複十字診療所で出張健診を希望される場合は、医療機関にご相談ください。 

契 約 医 療 機 関 ( 出 張 健 診 の み ： 巡 回 5 0 名 以 上 )

医療機関名
住　　所
電　　話

一般料金 会員
割引

（医）朋愛会
朋愛病院

大阪市中央区平野町3-4-14
大阪TKビルディング６階

06-6232-0550
8,800 ○

生活習慣病健診についても、会員事業所割引があります。

※出張可能な人数等は、医療機関にお問合せください。
※医師が必要でないと認めるときは省略できる検査項目があります。その他のコースについては医療機関にお問合せください。
※上記料金は2026年3月１日現在のものです。消費税率の変更等により料金は変更になる場合があります。
※会員割引のある医療機関については、SCK会員事業所である旨を伝え、会員料金をご確認ください。割引対象は会員本人のみ
　です。
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対 　 　 象 　●労働安全衛生法に定められている定期健康診断の受診

申 請 期 限 　●受診後１年以内

・受診日に会員であれば退会後でも請求可能。

補 助 対 象 健 診 機 関 ・回 数 ・補 助 額 ・健 診 内 容

補助対象健診機関 回数 補助額 健診内容

海外を除く全ての医療機関

※商工会議所等がおこなっている集団健診や健保
　組合をつうじて健診を受診した場合も、補助の
　対象となります。

年度内

(4月～翌年3月)

1回

年齢・性別

に関わらず

一律1,500円※

身体測定・問診・血圧測定・視力
検査・聴力検査・尿検査・胸部X線
血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖）
心電図

※医師が必要でないと認めるときは
　省略できる検査項目があります。

　※事業所負担額が補助金額を下回る場合は、負担額を上限とします。

申 請 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -H(HP よりダウンロード )

・会員割引のある医療機関には、予約時にＳＣＫの会員事業所である旨を伝えてください。
・定期健康診断補助（事業所対象）申請書に必要事項を記入し、証明書類①②を添付して補助
　申請をおこなってください。

【証明書類】
　①事業所名のみ、または事業所名と会員名が併記された領収書、もしくは健診費用の支払い
　　が確認できるもの。

　　例：領収書、振込受付表、ATM 利用明細、ネットバンキング振込完了（照会）画面の写し等

　②受診内容（コース名）及び受診者名または受診人数がわかるもの。

　　例：請求書、請求明細書、受診明細書、生活習慣病予防健診申込書等

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

※1 ※ 2

● ● ●補助申請書受付～審査

締切・補助決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：補助金支払通知書

20日 月末頃
 翌月
 10日
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定期健康診断補助制度（事業所対象） FAX・Web申請不可

給 付 項 目 別 証 明 書 類 一 覧

給付項目 事由発生日 給付金額 証明書類

結婚祝金 婚姻届出日（入籍日） 20,000円　

婚姻年月日と配偶者名が証明できるもの
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本（抄本）　等
※住民票は不可
（住民票は婚姻日を証明するものではないため）
※SCKへの請求は2回まで
※登録家族に変更(追加及び削除)がある場合は会員変更
　届(様式-1)をご提出ください。

結婚25年祝金

結婚50年祝金

婚姻届出日より

該当年数を迎えた日
10,000円　

婚姻期間が証明できるもの
・満25年、50年経過した後に発行した戸籍謄本（抄本）
※婚姻届受理証明書は不可
※発行日にご注意ください。

出産祝金 出産日 10,000円　

出生と会員との続柄が証明できるもの
・出生届出済証明書（母子手帳の1ページ目）
・戸籍謄本（抄本）　等
【早期新生児死亡（7日以内）の場合は該当しません】
※双生児以上の場合、1児につき1件

入学祝金 小・中学校入学日
（4月1日） 10,000円　

就学が証明できるもの
・就学（入学）通知書　・在籍証明書　・生徒手帳

還暦祝金 60歳の誕生日 5,000円　
生年月日が証明できるもの
・運転免許証　・健康保険証　等

入院見舞金

入院から

10・30・50日を

経過した日

10日～29日 10,000円
30日～49日 30,000円
50日～ 50,000円

入院期間が証明できるもの
・医師の診断書   ・入院（退院）証明書
・入院期間が明記された領収書
・各種保険金の請求書等（医師による証明のあるもの）　等
※過去に入院見舞金を受給された場合は、前回の給付対象
　日（退院日）から6ヶ月以上経過していなければ対象に
　なりません。
※退院後に請求。但し、50日以上の場合のみ、50日を超
　えた時点で請求可。

障害見舞金
身体障害者手帳の

交付日
4級～6級 45,000円
1級～3級 90,000円

障害の等級と交付日が証明できるもの
・身体障害者手帳
※4級～6級で請求後、等級が1級～3級に変更になった場
合は、すでに給付済の見舞金との差額を支給します。

死亡弔慰金 死亡日

会員本人 70,000円
会員の配偶者 30,000円
会員の子 30,000円
会員の実父母 10,000円

死亡年月日と会員からみた続柄が証明できるもの
＜会員本人が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と相続人（請求者）の続柄が証明できる
もの
＜配偶者・子・実父母が死亡した場合＞
死亡年月日及び会員と死亡された方との続柄が証明できる
もの
※妊娠12週以上での死産及び早期新生児死亡（７日以内）の
　場合も該当します。（死産証明書）

永年在会慰労金

入会より

該当する年数が経過した

入会日

5年 5,000円
10年 5,000円
20年 10,000円
30年 10,000円
40年 10,000円

自動給付
入会から5年、10年、それ以降については前回給付から10

「続柄」の証明は、戸籍謄本（抄本）等の公的な書類が必要。
「死亡年月日」の証明は、死亡診断書、戸籍謄本（抄本）のほか
 死亡年月日が記載されていれば会葬礼状、訃報等でも可。

年を経過した日の翌月に支給します。
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対 　 　 象 　●事業所入会後6ヵ月経過以降に会員（本人）が在会中に発生した事由

請 求 期 限 　●給付事由発生後 1年以内

・退会後の請求はできません。
・還暦や結婚等で給付事由発生月に退会される場合は、事前にＳＣＫへご連絡ください。
・会員本人が亡くなられた場合に限り、退会後であっても死亡日から 1年以内であれば給付金
　(死亡弔慰金 (本人死亡 ))の請求が可能です。

請 求 か ら 支 給 ま で の 流 れ 　●様式 -3・4(HP よりダウンロード )

･ 給付金 (永年在会慰労金を除く )は、会員からの請求に基づいて給付します。
・給付事由発生後、給付金請求書に必要事項を記入し、証明書類を添えて提出してください。
　Web申請（HPの「申込・確認/各種申請」から入力・添付）、SCKへFAX・郵送、SCK窓口へ持参の
　いずれかの方法でご提出ください。
･ 夫婦とも会員の場合、該当の給付金をそれぞれ請求できます（証明書類はそれぞれの請求
書に添付してください）。
※請求書は 1事由につき、1枚必要です。
※証明書類は、給付事由発生後の日付のものが必要です（入学祝金請求の証明書類「就学
通知書」はこの限りではありません）。

※ 1…締切日がＳＣＫ休業日の場合はその前営業日となります。
※ 2…振込日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります。

・給付決定通知書を添えて、給付金を対象の会員にお渡しください。

証 明 書 類

・証明書類は(次ページ表内の証明書類欄の青字参照)を確認できるもの(コピー可）を
添付してください。給付決定した提出書類はお返しいたしません。

不 備 書 類 の 保 管 期 限

・証明書類の不備をお伝えしてから3ヶ月以上経過した提出書類は、事業所宛に返送させて
いただきます。
改めて、必要な提出書類を添えて請求期限内にご提出ください。

戸籍、住民票、診断書などの証明書類は、必要項目が記載されているページだけでなく全てのページ
(発行日、証明者名、印のある最終頁も含む)を漏れなく添付してください。
また、給付事由の確認に不要な部分は、塗りつぶすなどの処理をしていただいて差支えありません。

注意!

※1

● ● ●給付請求書受付～審査

締切・給付決定 振 込

通知書※送付 ※事業所宛：給付金支払通知書
　会 員 宛：給付決定通知書

月末
翌月
10日頃

翌月
20日※ 2
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慶弔給付制度 FAX・Web申請可
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様式一覧

会 員 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、FAX または郵送で提出してください。

様式名 備　考

様式－１  会員変更届 会員の登録内容に変更が生じた際に使用。

様式－２  給付金請求書 6・7ページ参照。

様式－３  給付金（弔慰金）請求書 6・7ページ参照。

様式－4-1  定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書 10ページ参照。

様式－4-2  インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書 11ページ参照。

事 業 所 対 象 ●ＳＣＫ事務局に請求または HP より手続きまたはダウンロード

･必要事項を記入後、ＳＣＫ事務局へ持参または郵送で提出してください

様式名 備　考

様式－Ａ  入会申込書兼会員カード（複写用紙） 2ページ参照

様式－Ｂ  退会届 2ページ参照。事業所の会員の一部が退会する際に使用

様式－Ｃ  事業所変更届 4ページ参照

様式－Ｄ  会員事業所間異動届 4ページ参照。転職は対象外

様式－Ｅ  事業所合併届 4ページ参照

様式－Ｆ  預金口座振替依頼書（複写用紙） 4ページ（事業所変更）参照。会費引落口座を変更する際に使用

様式－Ｇ  脱退届 2ページ参照。事業所の全会員が退会する際に使用

様式－Ｈ  定期健康診断補助（事業所対象）申請書 8・9ページ参照

様式－Ｉ  職場レクリエーション補助申請書 12ページ参照。

給付・補助等の制限
 次に該当する場合、給付金・補助金は支給できません。
 ・会費が未納の場合
 ・偽り、その他不正行為があった場合
 ・事由が会員資格取得日以前または退会後に発生した場合

 入会申込シート 2ページ参照。様式－ J  

4

申 請 方 法 ●様式 -C(HP よりダウンロード )

･ 事業所の登録内容に変更が生じた場合は、事業所変更届を提出してください。
　※ 登録の会費引落口座に変更がある場合は【様式-F】預金口座振替依頼書(SCKに請求)も

あわせて提出してください。

申 請 方 法 　●様式 -D(HP よりダウンロード )

　
･人事異動により会員事業所間の異動が生じる場合は、事実発生後に異動先の事業所から
 会員事業所間異動届を提出してください。
　※新しい会員番号を通知いたします。

申 請 方 法 　●様式 -E(HP よりダウンロード )

･ 会員事業所間で合併した場合は、存続事業所から事業所合併届を提出してください。
　※存続事業所の会員番号は変わりません。
　※消滅事業所の会員には新しい会員番号を通知いたします。

会員事業所間異動

事業所変更

事業所合併

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

FAX・Web申請不可

入 会 金 ・会 費

･入会金：会員1人につき500円
･会  費：会員1人につき月額700円

会 費 の 納 入

･原則として指定口座から四半期ごとに振替。

期　間   振 替 日 備　　考

四半期払い

 1 期 4月1日～ 6月30日 4月26日

４、７、10、１月の各26日

 
※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、
　翌営業日。

 2 期  7月1日～ 9月30日 7月26日

 3 期   10月1日～12月31日 10月26日

 4 期  1月1日～ 3月31日 1月26日

  
振替日の約 10 日前に領収書兼請求書（前期分の領収書と当期分の請求書）をお届けします。

会 費 の 精 算

・ 入会や退会により会員数が増減した場合、次期以降の口座振替日に繰り越して徴収、または
還付することで精算します。

 

会 費 滞 納 に よ る 受 益 の 制 限 等 に つ い て

･会費を滞納すると、給付金や補助金等はお支払いできません。
・ 会費を3か月以上滞納し、納入の見込みがないと認められるときは、強制退会となります。

事業主が負担した入会金・会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。

入会金・会費は消費税不課税です。
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会費

入 会 　●様式- A (ＳＣＫに請求）・ 様式-J（ＨＰよりダウンロード）

・入会申込書兼会員カードを提出または、ＨＰから入会申込シートに入力して送信してください。
・登録家族欄には、右記の　に囲まれたご家族の氏名等を
　記入してください。
　※入会申込書提出後は入会を取り消すことはできません。
　　提出前に十分な確認をお願いいたします。
　※入会申込シートには登録家族欄はありません。
　　入会後、会員変更届で登録家族の追加をすることができます。

入 会 日

会 員 証

・毎月10日（休業日の場合は前営業日）までの受付は当月1日。
・毎月11日以降の受付は翌月1日。
　※10日までの申込で翌月1日入会を希望される場合はお申し出ください。
　※ベネフィット・ステーションのご利用は、ＳＣＫ入会月の16日以降となります。

一 部 退 会   　●様式- B (ＨＰよりダウンロード )

・退職等により退会される場合は、退会届を提出するとともに、お持ちの場合は会員証を
　返却してください。

・令和8年4月以降、会員証は発行いたしません。
・入会時にお渡しする「会員番号通知書」を参照いただき、デジタル会員証をご利用ください。
・スマートフォンをお持ちでない等、お困りの方は、ＳＣＫまでご連絡ください。
　※既にお持ちの会員証は、引き続きご利用いただけます。

事 業 所 退 会 　●様式- G (ＳＣＫに請求)

・廃業等により事業所退会される場合は、脱退届を提出するとともに、お持ちの場合は
　会員証を返却してください。

　

退 会 日

・退会届及び脱退届を受理した日が属する月の月末が退会日となります。
※前月末までに退職等をされた場合で退会届の受理日が10日までの場合に限り、退会日は
　前月末となります。
※会員本人死亡の退会日は、当月死亡の場合は当月末、それ以前に死亡されている場合は
　死亡日がいつであっても前月末となります。
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兄弟姉妹兄弟姉妹

配偶者

本人

入会

退会

本人 配偶者

父 母
（同居）

子
（同居）

FAX申請不可

FAX・Web申請不可

令和８年（2026年）４月発行

各種様式はＳＣＫホームページからダウンロードできます

・会員変更届　・退会届　・事業所変更届　・会員事業所間異動届　・事業所合併届

・給付金請求書　・給付金（弔慰金）請求書　

・定期健康診断補助（事業所対象）申請書　・定期健康診断・人間ドック等補助（個人対象）申請書

・インフルエンザ予防接種補助（個人対象）申請書　・職場レクリエーション補助申請書

・入会申込シート

・入会申込書兼会員カード　・預金口座振替依頼書　・脱退届
・財形貯蓄契約等に関する事務委託申込書　・中小企業退職金共済契約申込書

下記の様式はＳＣＫにご請求ください

事務の手引き
● 入会・退会・会費 　　　　　　　　　　　　　　 ２・３

https://www.sakai-ipc.jp/sck/

事務担当者 保存版

SCK 検索 ➡

● 事業所変更・会員事業所間異動・事業所合併 ４

● 様式一覧 ５

● 慶弔給付制度 ６・７

● 定期健康診断補助制度（事業所対象） ８・９

● 定期健康診断・人間ドック・

● 職場レクリエーション補助制度(レクサポ） １２

● 勤労者財産形成貯蓄（財形貯蓄）  １３

● 中小企業退職金共済（中退共） １４

● 全福ワンコイン労災・傷害共済・ＳＣＫ生命共済

１０・１１インフルエンザ予防接種補助制度（個人対象）

１５
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